
京都市衛生関係手数料条例の一部を改正する条例（平成２７年３月２３日京都市条例第    

   号）（保健福祉局保健衛生推進室保健医療課） 

１ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２６年法律第５１号）の施行により医療法の一部が改正され，医

療法の規定に基づく病院の開設の許可の申請に対する審査及び病院の構造設備に係

る検査の権限が京都府知事から市長に移譲されることに伴い，次のとおり，当該審査

等に係る手数料を定めることとしました。 

区 分 単位 手 数 料 

第７条第１項の規定に基づく病院の開設の許可の申請に

対する審査 １件 

円 

４９，２００ 

第 ２ ７ 条 の 規 定 に 基 づ く 病 院 の 検 査 ５１，６００ 

２ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２５年法律第４４号）等の施行により医薬品，医療機器等の品質，

有効性及び安全性の確保等に関する法律及び医薬品，医療機器等の品質，有効性及び

安全性の確保等に関する法律施行令の一部が改正され，医薬品，医療機器等の品質，

有効性及び安全性の確保等に関する法律及び医薬品，医療機器等の品質，有効性及び

安全性の確保等に関する法律施行令の規定に基づく高度管理医療機器及び特定保守

管理医療機器（以下「高度管理医療機器等」という。）の販売業及び貸与業の許可の

申請に対する審査等の事務の権限が京都府知事から市長に移譲されることに伴い，次

のとおり，当該審査等に係る手数料を定めることとしました。 

   医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律関係 

区 分 単位 手 数 料 

第３９条第１項の規定に基づく高度管理医療機器等の

販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 
１件 

円 

３４，８００ 

第３９条第４項の規定に基づく高度管理医療機器等の

販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 
１３，２００ 

   医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令関係 

区 分 単位 手 数 料 

第４５条第１項の規定に基づく高度管理医療機器等の

販売業又は貸与業の許可証の書換え交付 
１件 

円 

２，４００ 

第４６条第１項の規定に基づく高度管理医療機器等の

販売業又は貸与業の許可証の再交付 
３，５００ 

３ 犬又は猫の所有者に動物の愛護及び管理に関する法律第７条第４項に規定する終生飼

４５



養を徹底させることにより，それらの安易な放棄を減少させる観点から，同法第３５条

第１項の規定に基づくそれらの引取りに係る手数料を次のとおり改定することとしま

した。 

区 分 単 位 
手 数 料 

改 正 前 改 正 後 

第３５条第１項

の規定に基づく

犬又は猫の引取

り 

犬又は猫が

生後９１日

以上のもの

である場合 

１ 頭 ２，０００円 ６，０００円 

犬が生後９

１日未満の

ものである

場合 
１ 件 

２，０００円。た

だし，犬又は猫の

数が１０を超える

ときは，超える数

１０ごとに２，０

００円を加えた額 

６，０００円。た

だし，犬又は猫の

数が１０を超え

るときは，超える

数１０ごとに６，

０００円を加え

た額 

猫が生後９

１日未満の

ものである

場合 

 この条例は，平成２７年４月１日から施行することとしました。 

 



 京都市衛生関係手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成２７年３月２３日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第  号 

   京都市衛生関係手数料条例の一部を改正する条例 

 京都市衛生関係手数料条例の一部を次のように改正する。 

 別表医療法の項中 

「 

第７条第１項の規定に基づく診療所の開設

の許可の申請に対する審査 

 

２１，６００   

                                  」 

「 

第７条第１項の規定に基づく病院の開設の

許可の申請に対する審査 

 
４９，２００ 

 に， 
第７条第１項の規定に基づく診療所の開設

の許可の申請に対する審査 

 
２１，６００ 

                                  」 

「 

第２７条の規定に基づく診療所の検査  ２６，４００  を 

                                  」 

「 

第２７条の規定に基づく病院の検査  ５１，６００ 
 に改め， 

第２７条の規定に基づく診療所の検査  ２６，４００ 

                                  」 

同表医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律の項中 

「 

 第２４条第２項の規定に基づく医薬

品の販売業の許可の更新の申請に対

する審査 

 

１３，２００  を 

                                  」 

「 

 

 

第２４条第２項の規定に基づく医薬

品の販売業の許可の更新の申請に対

 
１３，２００  

を 

４５



 する審査 

第３９条第１項の規定に基づく高度

管理医療機器等の販売業又は貸与業

の許可の申請に対する審査 

 

３４，８００ 
  

第３９条第４項の規定に基づく高度

管理医療機器等の販売業又は貸与業

の許可の更新の申請に対する審査 

 

１３，２００ 
 

                                  」 

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の項中「医薬

品の販売業」の右に「及び高度管理医療機器等の販売業又は貸与業」を加え，同表動物の

愛護及び管理に関する法律の項中       を           に，「２，０ 

 

 

   附 則 

 この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

（保健福祉局保健衛生推進室保健医療課） 

 

２，０００ ６，０００ 
」 

「 

」

００円。」を「６，０００円。」に，「１０ごとに２，０００円」を「１０ごとに６，０００ 

「 

円」に改める。 

に改め，同表 


